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山口県交通安全協会

代表理事　高 山 龍 夫

交通事故のない住みよい
　　　　　山口県の実現を目指して

　新年明けましておめでとうございます。
　会員、関係機関・団体の皆様には、ご家族とも
ども、輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し
上げます。また、日頃より事業所における安全運
転管理業務や地域における各種交通安全活動
はもとより、本協議会の運営等につきましても、
格別のご理解とご支援を賜り、心から感謝の意
を表する次第であります。
　さて、県内における交通事故は減少傾向にあ
るものの、依然として交通事故により多くの尊い
命が失われている現実は変わっておりません。と
りわけ交通事故死者数に占める高齢者の割合は
高い水準での推移が続いており、日本の人口の
中で最も多くを占める団塊の世代が全て７５歳
以上の後期高齢者となった今日、高齢化率の高
い山口県においては高齢者に対する交通事故対
策が喫緊の課題になっております。
　事業所の安全運転管理に携わる私どもと致し
ましては、今一度、交通事故は身近に存在する大
きなリスクであり、誰もが当事者となりうる惨禍で
あることを再認識し、きめ細かい安全運転管理

業務を通じて事業所
全体の交通安全意識
の高揚を図るととも
に、前記課題の抑止に
繋がる取り組みの実践
に、一層のご尽力を頂
きますよう、よろしくお
願い申し上げます。

　また、全国では千葉県
八街市での業務中の飲酒
運転による死亡事故や、北海道八雲町での運転
者に対する健康管理と人的配備体制の不備を背
景とした死亡事故など、自動車の使用者や安全
運転管理者自身が業務上の責任を問われる事
案が続いております。
　県内で６千を超える安全運転管理者選任事業
所の皆様は、現在の、そして将来の安全で安心
な交通社会の実現に向けて極めて重要な存在で
あり、皆様に求められる役割は益々重要視されて
おります。そして何より、事業所の安全運転管理
の徹底を通じて交通事故を防止して行くことは
安全運転管理者に課された責務でありまして、ひ
いては事業所の発展に繋がるものであります。ど
うか皆様には油断なく、法令に定められた業務
を適正かつ確実に実施して頂きますようお願い
致します。  
　当協議会と致しましても、引き続き皆様方をは
じめ、市町、関係機関・団体などと連携した交通
安全思想の普及啓発活動等、各種交通安全対
策を積極的に推進して「交通事故のない住みよ
い山口県の実現」に向け全力で取り組んで参り
たいと考えておりますので、より一層のお力添え
を賜りますよう重ねてお願い致します。
　結びに、各協議会の益々のご発展と、皆様方
及びそのご家族のご健勝とご多幸、そして、会員
事業所の益々のご繁栄を祈念致しまして、新年
の挨拶とさせて頂きます。
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県内の交通事故
12月31日現在 ※（　）内は前年同期

2,280件（2,152）
［増減］128件発 生 31人（51）

［増減］-20人死 者 2,710人（2,535）
［増減］175人傷 者

２月の目標３月の目標
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山口県警察本部長　熊坂　 隆

新年のごあいさつ

　令和８年の輝かしい新年を迎え、謹んで
お慶びを申し上げます。
　一般社団法人安全運転管理者協議会
並びに各地区安全運転管理者協議会の皆
様方には、平素から警察行政各般にわたり
格別のご理解とご支援を賜り、厚くお礼申
し上げます。
　また、昨年は、安全運転管理者等講習
の予約にオンラインを導入した改革の年と
なりましたが、皆様方の多大なご尽力によ
り、制度の周知はもとより講習を順調に進
めることができましたことを重ねてお礼申し
上げます。
　さて、昨年の県下における交通事故死
者数は31人と過去最少となりましたが、そ
のうち65歳以上の高齢者は18人と、全死
者の約６割を占める高い割合となってお
り、高齢化率が高い山口県において、高齢
者の交通事故防止対策が重要な課題と
なっています。
　また、昨年の重大事故に直結する飲酒
運転の検挙件数は712件で、前年と比べて
391件増と、昨年を大幅に上回っており、そ
のうち自転車利用者の飲酒運転の検挙件
数も290件という現状にあります。
　このため県警察では、高齢者の交通事
故防止対策を重点に、運転者、歩行者の
両面から各種取組を推進するとともに、
「横断歩道ハンドサイン運動」等の広報啓
発活動をはじめ、歩行者保護に資する取

締りや飲酒運転等の悪質・危険な運転者
の取締りに努めてまいりました。
　県警察では、本年も引き続き、交通事故
の実態を踏まえた総合的な交通事故抑止
対策を推進するとともに、本年４月から適
用される自転車等に対する交通反則通告
制度の周知と交通安全教育を通じた自転
車運転者の交通ルール遵守の徹底等に努
めてまいります。
　皆様方におかれましても、多くの尊い命
が交通事故で奪われている厳しい情勢を
ご認識の上、安全運転管理者を通じて従
業員に対する交通安全指導等を徹底して
いただきますとともに、地域・職域における
交通安全の牽引役として、地元警察や関
係機関・団体との連携による交通安全活
動を展開していただき、地域住民の皆様
が、一層、交通安全意識を高めることがで
きるよう、引き続きのご支援とご協力をよろ
しくお願い申し上げます。
　結びに、山口県安全運転管理者協議会
並びに各地区安全運転管理者協議会の
益々のご発展と、皆様方のご健勝、ご多幸
を心からお祈り申し上げまして、新年の挨
拶とさせていただきます。

交通安全スローガン 住みよい山口 いつも心に 交通安全

健康起因による事故防止の推進

安管未選任事業所の一掃
２月の
目標

実施事項

高齢者の交通事故防止県民運動（９日～１５日）
高齢者を交通事故の被害者にも
加害者にもさせないための取組の推進
交通安全意識を高める制度・活動の推進

３月の
目標

▶こども・高齢者に対する「思いやり運転」の実践
▶こども・高齢歩行者を守る気運の醸成
▶無事故・無違反者を表彰する制度の設立
▶参加・体験型の教育の推進

実施事項

冬道を安全に走りましょう
●バッテリー、不凍液等をしっかりと点検し、気象変化に応
じ冬用タイヤを利用しましょう。

●刻々と変化する路面状況をしっかりと確認し、それに応
じた安全な速度とゆとりのある運転をしましょう。

●積雪・凍結路では制動距離が確実に長くなります。ス
ピードを控え、十分な車間距離と早めの減速に心がけま
しょう。

●降雪や霧で視界が悪くなります。歩行者や自転車の動き
に注意し、速度を控え、安全確認をしましょう。

●気象の変化に伴い、気温や積雪量、路面状況が変わりま
す。万が一に備え、タイヤチェーンやスコップ、ブースター
ケーブル等を携行しましょう。

●２月５日（木）
「横断歩道ハンドサイン運動推進」を呼びかける日
●３月９日（月）
「反射材・ハイビームの活用」を呼びかける日

●２月９日（月）
「業務用車両」一斉点検
●３月18日（水）
「スピードダウン」を呼びかける日

県下統一行動日

安管統一行動日

▶出発前の疲労チェックの徹底　　▶健康診断結果を活用した健康指導
▶未選任事業所に対する届出の勧奨

　迷惑駐車をやめましょう。交差点付近などの交通の妨
げになる場所での駐車は、渋滞をもたらします。迷惑駐
車は、他の車の燃費を悪化させるばかりか、交通事故の
原因にもなります。迷惑駐車の少ない道路では、平均速
度が向上し、燃費の悪化を防ぎます。

エコドライブは、環境にも経営にもやさしい
何よりも、交通事故防止につながります

エコドライブのチェックアドバイス
～走行の妨げとなる駐車はやめよう～

●３月13日（金）
「高齢者を交通事故の被害者にも加害者にもさせないための
取組の推進」を呼びかける日
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並びに各地区安全運転管理者協議会の皆
様方には、平素から警察行政各般にわたり
格別のご理解とご支援を賜り、厚くお礼申
し上げます。
　また、昨年は、安全運転管理者等講習
の予約にオンラインを導入した改革の年と
なりましたが、皆様方の多大なご尽力によ
り、制度の周知はもとより講習を順調に進
めることができましたことを重ねてお礼申し
上げます。
　さて、昨年の県下における交通事故死
者数は31人と過去最少となりましたが、そ
のうち65歳以上の高齢者は18人と、全死
者の約６割を占める高い割合となってお
り、高齢化率が高い山口県において、高齢
者の交通事故防止対策が重要な課題と
なっています。
　また、昨年の重大事故に直結する飲酒
運転の検挙件数は712件で、前年と比べて
391件増と、昨年を大幅に上回っており、そ
のうち自転車利用者の飲酒運転の検挙件
数も290件という現状にあります。
　このため県警察では、高齢者の交通事
故防止対策を重点に、運転者、歩行者の
両面から各種取組を推進するとともに、
「横断歩道ハンドサイン運動」等の広報啓
発活動をはじめ、歩行者保護に資する取

締りや飲酒運転等の悪質・危険な運転者
の取締りに努めてまいりました。
　県警察では、本年も引き続き、交通事故
の実態を踏まえた総合的な交通事故抑止
対策を推進するとともに、本年４月から適
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車運転者の交通ルール遵守の徹底等に努
めてまいります。
　皆様方におかれましても、多くの尊い命
が交通事故で奪われている厳しい情勢を
ご認識の上、安全運転管理者を通じて従
業員に対する交通安全指導等を徹底して
いただきますとともに、地域・職域における
交通安全の牽引役として、地元警察や関
係機関・団体との連携による交通安全活
動を展開していただき、地域住民の皆様
が、一層、交通安全意識を高めることがで
きるよう、引き続きのご支援とご協力をよろ
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　結びに、山口県安全運転管理者協議会
並びに各地区安全運転管理者協議会の
益々のご発展と、皆様方のご健勝、ご多幸
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加害者にもさせないための取組の推進
交通安全意識を高める制度・活動の推進

３月の
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▶こども・高齢者に対する「思いやり運転」の実践
▶こども・高齢歩行者を守る気運の醸成
▶無事故・無違反者を表彰する制度の設立
▶参加・体験型の教育の推進

実施事項

冬道を安全に走りましょう
●バッテリー、不凍液等をしっかりと点検し、気象変化に応
じ冬用タイヤを利用しましょう。

●刻々と変化する路面状況をしっかりと確認し、それに応
じた安全な速度とゆとりのある運転をしましょう。

●積雪・凍結路では制動距離が確実に長くなります。ス
ピードを控え、十分な車間距離と早めの減速に心がけま
しょう。

●降雪や霧で視界が悪くなります。歩行者や自転車の動き
に注意し、速度を控え、安全確認をしましょう。

●気象の変化に伴い、気温や積雪量、路面状況が変わりま
す。万が一に備え、タイヤチェーンやスコップ、ブースター
ケーブル等を携行しましょう。

●２月５日（木）
「横断歩道ハンドサイン運動推進」を呼びかける日
●３月９日（月）
「反射材・ハイビームの活用」を呼びかける日

●２月９日（月）
「業務用車両」一斉点検
●３月18日（水）
「スピードダウン」を呼びかける日

県下統一行動日

安管統一行動日

▶出発前の疲労チェックの徹底　　▶健康診断結果を活用した健康指導
▶未選任事業所に対する届出の勧奨

　迷惑駐車をやめましょう。交差点付近などの交通の妨
げになる場所での駐車は、渋滞をもたらします。迷惑駐
車は、他の車の燃費を悪化させるばかりか、交通事故の
原因にもなります。迷惑駐車の少ない道路では、平均速
度が向上し、燃費の悪化を防ぎます。

エコドライブは、環境にも経営にもやさしい
何よりも、交通事故防止につながります

エコドライブのチェックアドバイス
～走行の妨げとなる駐車はやめよう～

●３月13日（金）
「高齢者を交通事故の被害者にも加害者にもさせないための
取組の推進」を呼びかける日

安全運転管理者会報 令和 8年 1月10日 第 590 号 3



県会長理事
下関会長
高山 龍夫

副会長理事
山口南会長
若﨑 英紀

副会長理事
厚狭地区会長
永山 純一郎

理　事
岩国会長
惠良 正明

理　事
平生地区会長
藤永 真一

理　事
光会長

古川 雅之

理　事
下松会長

今治 総一郎

理　事
山口会長

山村 賀津美

理　事
宇部会長
前田　勲

理　事
長門会長
中村 一男

理　事
長府会長
森 誠志朗

監　事
岩国西地区会長
今井　豊

監　事
彦島地区会長
辻中 浩司

岩国北地区会長
井上 圭介

柳井会長
山内　治

大島地区会長
池田 幸弥

周南会長
森重　守

防府会長
田中 康一

阿東地区会長
岸田 潤三

山陽小野田会長
中野 昌広

小串会長
山田 和則

美祢会長
前田　健

萩地区会長
服部 真博

豊田地区会長
藤縄　滋

山口県安全運転管理者協議会
専務理事

波多野 稔久

謹んで新年のお慶 びを申し上げます

岩　　国　岩国市麻里布町６丁目15-20
　（岩国北地区、岩国西地区）
柳　　井　柳井市南町２丁目4-18
　（大島地区、平生地区）
　　光　　　光市中央２丁目1-14
下　　松　下松市大手町３丁目2-1
周　　南　周南市大字徳山5632-4
防　　府　防府市駅南町7-22
山　　口　山口市吉敷下東４丁目17-10
　（阿東地区）
山 口 南 　山口市小郡下郷3848-1
宇　　部　宇部市常藤町3-1

0827-24-0110

0820-23-0110

0833-72-0110
0833-44-0110
0834-32-2151
0835-24-6022
083-924-0110

083-972-0110
0836-21-7188

  山陽小野田　山陽小野田市日の出町１丁目6-10
　 （厚狭地区）
  小　　串　下関市豊浦町大字小串191-1
  美　　祢　美祢市大嶺町東分312
  長　　門　長門市東深川777
  萩 地 区 　萩市大字土原476-1
  下　　関　下関市細江町２丁目3-8
　 （彦島地区）
  長　　府　下関市長府才川１丁目44-45
　 （豊田地区）

0836-84-0110

083-772-0110
0837-52-0110
0837-22-0110
0838-26-0110
083-231-0110

083-248-0110

県内各安全運転管理者協議会 令和７年４月現在

事務局職員

末冨 明弘

末永 良枝

野村 栄枝
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柳　　井　柳井市南町２丁目4-18
　（大島地区、平生地区）
　　光　　　光市中央２丁目1-14
下　　松　下松市大手町３丁目2-1
周　　南　周南市大字徳山5632-4
防　　府　防府市駅南町7-22
山　　口　山口市吉敷下東４丁目17-10
　（阿東地区）
山 口 南 　山口市小郡下郷3848-1
宇　　部　宇部市常藤町3-1
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0820-23-0110
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0833-44-0110
0834-32-2151
0835-24-6022
083-924-0110

083-972-0110
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  山陽小野田　山陽小野田市日の出町１丁目6-10
　 （厚狭地区）
  小　　串　下関市豊浦町大字小串191-1
  美　　祢　美祢市大嶺町東分312
  長　　門　長門市東深川777
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　12月の寒さの厳しい午前７時頃、県内の国道において、男性が
運転する軽四乗用車（走行速度約60km/h）が橋梁の凍結した路
面でスリップし、ガードレールに衝突する交通事故が発生しまし
た。

●この事故の原因は何が考えられるか。
●同種事故の防止を図るために、安全運転管理者として行う対策
は何か。

１　事故原因
　この事故は、軽四乗用車の運転者が凍結した路面を進
行中、スリップし、ガードレールに衝突した事故です。
　スタッドレスタイヤを装着していましたが、その性能を過
信し、凍結した路面に応じた運転を行わなかったことが、
事故原因の一つと考えられます。

２　冬道の交通事故防止
　寒さが厳しくなり、路面凍結や降雪・積雪する日も増え
て、凍結等によるスリップ事故、降雪による視界不良を原
因とする事故など、冬季特有の事故が発生するおそれがあ
ります。
　積雪・圧雪・凍結した路面では、スタッドレスタイヤ等の
冬用タイヤを全車輪に装着して走行することが、安全運転
を確保するための最低限の対策と言えますが、スタッドレ
スタイヤ等を装着していても、積雪・凍結した道路はスリッ
プしやすいことに変わりはありませんので、より慎重な運
転操作が必要です。

３　同様の事故を起こさないために
⑴ 道路状況に応じた運転
　積雪・圧雪・凍結した路面では、スピードは控え、車間距
離を普段より長めに取り、急発進、急加速、急ブレーキ、急
ハンドル等の「急」の付く操作をしない運転をしましょう。
　また、積雪・圧雪・凍結では、路面状態は大きく異なり
ます。
　特に凍結路面では、少しブレーキを踏んだだけでも、ス
リップする可能性があります。
　スタッドレスタイヤの性能を過信せず、道路状況に応じ
た的確な運転操作を行いましょう。

安全運転管理のアドバイス

検討項目

　なお、現在走っている道路が凍結していなくても、風通
しの良い橋の上や山影等の日が当たらない場所、トンネル
の出入り口付近のみ凍結しているということもあります。
　一見すると濡れたアスファルトのように黒く見えるのに、
実際は薄い氷の膜で覆われて凍結している「ブラックアイ
スバーン」という凍結現象もあり、非常に滑りやすい路面状
態となるので、冷え込みが厳しい朝晩などでは細心の注意
を払ってください。
　路面状態の変化に対する警戒心を持ちながら運転するこ
とも重要です。

⑵ 車両の整備・運転前の準備
　スタッドレスタイヤを装着する際は、空気圧やタイヤのひ
び割れの有無、すり減り度合等を確認しましょう。
　運転前には、ガラスについた氷をしっかり除去し、視界
を確保しましょう。
　また、車に積もった雪も除去し、運転中に雪の塊を落下
させることがないようにしましょう。

⑶ 安全な場所への退避等
　運転に危険を感じるような降雪がある場合には、無理に
運転を継続することなく、道路外の安全な場所に退避しま
しょう。
　急な天候の変化等によりタイヤチェーンを着脱する場合
は、道路外の安全な場所で行いましょう。車道上での
チェーンの着脱は、交通事故の危険があるとともに、他の
車両の通行妨害となり、渋滞の原因になります。

⑷ 異常気象時等の安全確保の措置
　予め気象情報を収集し、運転者及び事業所等の従業員
に周知することは、安全運転管理者の重要な業務の一つで
す。
　積雪や凍結が予想されている日は、無理な運行計画を指
示することなく、出発時間の変更（余裕を持って早く出発す
る、凍結している早朝の出発を避ける）、運転経路の変更
（凍結しやすいルートを回避する）、他の交通機関を利用す
るなど、リスクを回避できる方策を検討してください。
積雪や凍結への対策は、早めに行っておきましょう。

事故の概要

道路環境等　
●晴天
●直路
●交通規制　なし
●山間部の道路
●路面は凍結状態
●車両はスタッドレスタイヤを装着

冬の道路での交通事故防止安全運転管理者等が変更になった事業所の方へ！

山口県の交通事故発生状況
１　11月末の交通事故発生状況

区　分 人身事故
発生件数 死者数 負傷者数 物損事故

発生件数

令和7年11月末 2,070  28 2,468 34,138 

令和６年11月末 1,943 48  2,301 34,002 

前 年 比 127 -20 167 136 

２　横断歩道横断中の死者及び負傷者

区　分 死者数 負傷者数

令和7年11月末 2 107  

令和6年11月末 6 104

前 年 比 -4 3 

３　安管事業所従業員が主原因となった
　　交通事故の発生状況 （私用中の事故を含む）

区　分 人身事故
発生件数 死者数 負傷者数

令和7年１１月末 189 2 217  

令和6年１１月末 187 5  229

前 年 比 2 -3 -12  

構 成 率 9.1% 7.1% 8.8%
※ 構成率は、全人身事故発生件数に占める安管事業所従業員が
　主原因を作った交通事故件数

　安全運転管理者及び副安全運転管理者については、選任・解任・届出事項の変更等が生じた日から15日以内
に、自動車の使用者が公安委員会に届出をしなければなりません。  

選任替え

事例：2021年６月千葉県八街市で、飲酒運転をしていたトラックが小学生の列に突っ込み児童５人が死傷した
事故が発生しました。トラック運転手を雇用していた会社では、安全運転管理者の選任が必要だったにも
かかわらず、配置していなかったようです。そのため、トラック運転手だけでなく勤務していた会社にも責
任があるとして、道路交通法違反の罪で５万円の罰金が科されました。

安全運転管理者及び副安全運転管理者の
選任義務違反

安全運転管理者の解任命令違反

50万円以下の罰金

安全運転確保のための是正措置命令違反

安全運転管理者等の選任届出義務違反

50万円以下の罰金

50万円以下の罰金

５万円以下の罰金

【道路交通法による罰則】 2022年10月改正

解　任

解　任

名称変更

届出方法

所在地変更

書類作成
添付資料
の準備

・安全運転管理業務
・法定講習の受講

●各警察署交通課に届出書類の様式があります
●山口県警察ホームページ⇒「交通安全」⇒「安全運転管理者制度」⇒「安全
運転管理者制度」から様式等をダウンロード可能

●警察署交通課へ届出書類の提出
※詳しくは「山口県警察本部」のホームページで確認してください

安全運転管理者・副安全運転管理者が替わった

事業所の閉鎖で、安全運転管理者が必要なくなった

台数が減車となり安全運転管理者が必要なくなった

会社名（事業所名・営業所名・支店名）が替わった

会 社 名（事 業 所 名）の 所 在 地 が 替 わ っ た
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　12月の寒さの厳しい午前７時頃、県内の国道において、男性が
運転する軽四乗用車（走行速度約60km/h）が橋梁の凍結した路
面でスリップし、ガードレールに衝突する交通事故が発生しまし
た。

●この事故の原因は何が考えられるか。
●同種事故の防止を図るために、安全運転管理者として行う対策
は何か。

１　事故原因
　この事故は、軽四乗用車の運転者が凍結した路面を進
行中、スリップし、ガードレールに衝突した事故です。
　スタッドレスタイヤを装着していましたが、その性能を過
信し、凍結した路面に応じた運転を行わなかったことが、
事故原因の一つと考えられます。

２　冬道の交通事故防止
　寒さが厳しくなり、路面凍結や降雪・積雪する日も増え
て、凍結等によるスリップ事故、降雪による視界不良を原
因とする事故など、冬季特有の事故が発生するおそれがあ
ります。
　積雪・圧雪・凍結した路面では、スタッドレスタイヤ等の
冬用タイヤを全車輪に装着して走行することが、安全運転
を確保するための最低限の対策と言えますが、スタッドレ
スタイヤ等を装着していても、積雪・凍結した道路はスリッ
プしやすいことに変わりはありませんので、より慎重な運
転操作が必要です。

３　同様の事故を起こさないために
⑴ 道路状況に応じた運転
　積雪・圧雪・凍結した路面では、スピードは控え、車間距
離を普段より長めに取り、急発進、急加速、急ブレーキ、急
ハンドル等の「急」の付く操作をしない運転をしましょう。
　また、積雪・圧雪・凍結では、路面状態は大きく異なり
ます。
　特に凍結路面では、少しブレーキを踏んだだけでも、ス
リップする可能性があります。
　スタッドレスタイヤの性能を過信せず、道路状況に応じ
た的確な運転操作を行いましょう。

安全運転管理のアドバイス

検討項目

　なお、現在走っている道路が凍結していなくても、風通
しの良い橋の上や山影等の日が当たらない場所、トンネル
の出入り口付近のみ凍結しているということもあります。
　一見すると濡れたアスファルトのように黒く見えるのに、
実際は薄い氷の膜で覆われて凍結している「ブラックアイ
スバーン」という凍結現象もあり、非常に滑りやすい路面状
態となるので、冷え込みが厳しい朝晩などでは細心の注意
を払ってください。
　路面状態の変化に対する警戒心を持ちながら運転するこ
とも重要です。

⑵ 車両の整備・運転前の準備
　スタッドレスタイヤを装着する際は、空気圧やタイヤのひ
び割れの有無、すり減り度合等を確認しましょう。
　運転前には、ガラスについた氷をしっかり除去し、視界
を確保しましょう。
　また、車に積もった雪も除去し、運転中に雪の塊を落下
させることがないようにしましょう。

⑶ 安全な場所への退避等
　運転に危険を感じるような降雪がある場合には、無理に
運転を継続することなく、道路外の安全な場所に退避しま
しょう。
　急な天候の変化等によりタイヤチェーンを着脱する場合
は、道路外の安全な場所で行いましょう。車道上での
チェーンの着脱は、交通事故の危険があるとともに、他の
車両の通行妨害となり、渋滞の原因になります。

⑷ 異常気象時等の安全確保の措置
　予め気象情報を収集し、運転者及び事業所等の従業員
に周知することは、安全運転管理者の重要な業務の一つで
す。
　積雪や凍結が予想されている日は、無理な運行計画を指
示することなく、出発時間の変更（余裕を持って早く出発す
る、凍結している早朝の出発を避ける）、運転経路の変更
（凍結しやすいルートを回避する）、他の交通機関を利用す
るなど、リスクを回避できる方策を検討してください。
積雪や凍結への対策は、早めに行っておきましょう。

事故の概要

道路環境等　
●晴天
●直路
●交通規制　なし
●山間部の道路
●路面は凍結状態
●車両はスタッドレスタイヤを装着

冬の道路での交通事故防止安全運転管理者等が変更になった事業所の方へ！

山口県の交通事故発生状況
１　11月末の交通事故発生状況

区　分 人身事故
発生件数 死者数 負傷者数 物損事故

発生件数

令和7年11月末 2,070  28 2,468 34,138 

令和６年11月末 1,943 48  2,301 34,002 

前 年 比 127 -20 167 136 

２　横断歩道横断中の死者及び負傷者

区　分 死者数 負傷者数

令和7年11月末 2 107  

令和6年11月末 6 104

前 年 比 -4 3 

３　安管事業所従業員が主原因となった
　　交通事故の発生状況 （私用中の事故を含む）

区　分 人身事故
発生件数 死者数 負傷者数

令和7年１１月末 189 2 217  

令和6年１１月末 187 5  229

前 年 比 2 -3 -12  

構 成 率 9.1% 7.1% 8.8%
※ 構成率は、全人身事故発生件数に占める安管事業所従業員が
　主原因を作った交通事故件数

　安全運転管理者及び副安全運転管理者については、選任・解任・届出事項の変更等が生じた日から15日以内
に、自動車の使用者が公安委員会に届出をしなければなりません。  

選任替え

事例：2021年６月千葉県八街市で、飲酒運転をしていたトラックが小学生の列に突っ込み児童５人が死傷した
事故が発生しました。トラック運転手を雇用していた会社では、安全運転管理者の選任が必要だったにも
かかわらず、配置していなかったようです。そのため、トラック運転手だけでなく勤務していた会社にも責
任があるとして、道路交通法違反の罪で５万円の罰金が科されました。

安全運転管理者及び副安全運転管理者の
選任義務違反

安全運転管理者の解任命令違反

50万円以下の罰金

安全運転確保のための是正措置命令違反

安全運転管理者等の選任届出義務違反

50万円以下の罰金

50万円以下の罰金

５万円以下の罰金

【道路交通法による罰則】 2022年10月改正

解　任

解　任

名称変更

届出方法

所在地変更

書類作成
添付資料
の準備

・安全運転管理業務
・法定講習の受講

●各警察署交通課に届出書類の様式があります
●山口県警察ホームページ⇒「交通安全」⇒「安全運転管理者制度」⇒「安全
運転管理者制度」から様式等をダウンロード可能

●警察署交通課へ届出書類の提出
※詳しくは「山口県警察本部」のホームページで確認してください

安全運転管理者・副安全運転管理者が替わった

事業所の閉鎖で、安全運転管理者が必要なくなった

台数が減車となり安全運転管理者が必要なくなった

会社名（事業所名・営業所名・支店名）が替わった

会 社 名（事 業 所 名）の 所 在 地 が 替 わ っ た
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令和8年交通安全 年間スローガン

山口県交通安全協会・山口県安全運転管理者協議会

◉急ぐほど　狭まる視野と　増すリスク
◉親を見て　子供も止まる　赤信号
◉車から  ぼくたちみえない  手をあげよう

山口県安全運転管理者協議会
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山口県交通安全協会

代表理事　高 山 龍 夫

交通事故のない住みよい
　　　　　山口県の実現を目指して

　新年明けましておめでとうございます。
　会員、関係機関・団体の皆様には、ご家族とも
ども、輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し
上げます。また、日頃より事業所における安全運
転管理業務や地域における各種交通安全活動
はもとより、本協議会の運営等につきましても、
格別のご理解とご支援を賜り、心から感謝の意
を表する次第であります。
　さて、県内における交通事故は減少傾向にあ
るものの、依然として交通事故により多くの尊い
命が失われている現実は変わっておりません。と
りわけ交通事故死者数に占める高齢者の割合は
高い水準での推移が続いており、日本の人口の
中で最も多くを占める団塊の世代が全て７５歳
以上の後期高齢者となった今日、高齢化率の高
い山口県においては高齢者に対する交通事故対
策が喫緊の課題になっております。
　事業所の安全運転管理に携わる私どもと致し
ましては、今一度、交通事故は身近に存在する大
きなリスクであり、誰もが当事者となりうる惨禍で
あることを再認識し、きめ細かい安全運転管理

業務を通じて事業所
全体の交通安全意識
の高揚を図るととも
に、前記課題の抑止に
繋がる取り組みの実践
に、一層のご尽力を頂
きますよう、よろしくお
願い申し上げます。

　また、全国では千葉県
八街市での業務中の飲酒
運転による死亡事故や、北海道八雲町での運転
者に対する健康管理と人的配備体制の不備を背
景とした死亡事故など、自動車の使用者や安全
運転管理者自身が業務上の責任を問われる事
案が続いております。
　県内で６千を超える安全運転管理者選任事業
所の皆様は、現在の、そして将来の安全で安心
な交通社会の実現に向けて極めて重要な存在で
あり、皆様に求められる役割は益々重要視されて
おります。そして何より、事業所の安全運転管理
の徹底を通じて交通事故を防止して行くことは
安全運転管理者に課された責務でありまして、ひ
いては事業所の発展に繋がるものであります。ど
うか皆様には油断なく、法令に定められた業務
を適正かつ確実に実施して頂きますようお願い
致します。  
　当協議会と致しましても、引き続き皆様方をは
じめ、市町、関係機関・団体などと連携した交通
安全思想の普及啓発活動等、各種交通安全対
策を積極的に推進して「交通事故のない住みよ
い山口県の実現」に向け全力で取り組んで参り
たいと考えておりますので、より一層のお力添え
を賜りますよう重ねてお願い致します。
　結びに、各協議会の益々のご発展と、皆様方
及びそのご家族のご健勝とご多幸、そして、会員
事業所の益々のご繁栄を祈念致しまして、新年
の挨拶とさせて頂きます。
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2026.1・2月号

県内の交通事故
12月31日現在 ※（　）内は前年同期

2,280件（2,152）
［増減］128件発 生 31人（51）

［増減］-20人死 者 2,710人（2,535）
［増減］175人傷 者

２月の目標３月の目標
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